
 

科目

区分
単位数 配当年次

科目

区分
単位数 配当年次

◎ 2 1 ◎ 2 1

◎ 2 1 ◎ 2 1

◎ 2 2 ◎ 2 1

◎ 2 2 ◎ 2 1

◎ 2 1 ◎ 2 2

◎ 2 1 ◎ 2 2

◎ 2 1 ◎ 2 1

◎ 2 1 ◎ 2 1

◎ 2 1 ◎ 2 3

◎ 2 1 ◎ 2 1

◎ 2 1 ◎ 2 1

◎ 2 1 ◎ 2 2

◎ 2 1 ◎ 2 2

◎ 2 1 ◎ 2 2

◎ 2 1 ◎ 2 1

◎ 2 1 ◎ 2 1

◎ 2 1 ◎ 2 2

◎ 2 1 ◎ 2 2

◎ 2 1 24

◎ 2 2

◎ 2 2

◎ 2 2

◎ 2 2

28 ◎は必修科目

◎は必修科目

法施行規則に定める

科目区分

各科目に含めること

が必要な事項

「法 律 学、
政 治 学」

「社 会 学、
経 済 学」

「哲  　学、

倫 理 学、
宗 教 学」

倫 理 学 Ⅱ

倫 理 学 Ⅰ

日 本 史 Ⅱ

哲 学 Ⅰ

哲 学 Ⅱ

法 学 Ｂ

経 済 学 Ｂ

社 会 学 概 論

政 治 学 Ⅰ

政 治 学 Ⅱ

法 学 Ａ

法施行規則に定める

科目区分

各科目に含めるこ

とが必要な事項

日 本 史
及び

外 国 史

地 理 学
(地誌を

含む）

左記に対応する授業科目

科　 　目

地 理 学 Ⅰ

地 理 学 Ⅱ

地 誌 学 Ⅰ

外 国 史 ( 教 ) Ａ

外 国 史 ( 教 ) Ｂ

地 誌 学 Ⅱ

教
科

に
関

す
る
専

門
的

事
項

中学一種　　社　 　会 高校一種　　地 理 歴 史

教科及び教科の指導法に関する科目教科及び教科の指導法に関する科目

免許教科 免許教科

別表第1-1

経済学部 経済学科 経済学部 経済学科

授業科目表（教科及び教科の指導法に関する科目）

(令和3年度[2021]以降入学生）

単位数

社会科・地理歴史科教育法A

社会科・地理歴史科教育法B各教科の指導法

（情報機器及び教

材の活用を含む。） 社会科・公民科教育法A

社会科・公民科教育法B

最低修得単位を超えて履修した「教科及び教科の指

導法に関する科目」又は「教育の基礎的理解に関す

る科目」「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及

び生徒指導、教育相談に関する科目」「教育実践に

関する科目」について、併せて４単位以上を修得した

単位を以って「大学が独自に設定する科目」の履修

要件を満たすものとする。

単位数

単位合計 修得単位46単位

経 済 学 Ａ

日 本 史 Ⅰ

日 本 史

左記に対応する授業科目

日 本 史 Ⅱ

経 済 史 Ａ

経 済 史 Ｂ

経 済 地 理 Ａ

地 理 学 Ⅰ

地 理 学 Ⅱ

科　　目

外 国 史 ( 教 ) Ａ

外 国 史 ( 教 ) Ｂ

東 洋 史

西 洋 史

経 済 学 史

日 本 史 Ⅰ

最低修得単位を超えて履修した「教科及び教科の指

導法に関する科目」又は「教育の基礎的理解に関す

る科目」「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及

び生徒指導、教育相談に関する科目」「教育実践に

関する科目」について、併せて１２単位以上を修得し

た単位を以って「大学が独自に設定する科目」の履修

要件を満たすものとする。

経 済 地 理 Ｂ

地 誌 学 Ⅰ

地 誌 学 Ⅱ

国 内 観 光 地 理

単位合計 修得単位36単位

各教科の指導法

（情報機器及び教

材の活用を含む。）

社会科・地理歴史科教育法A

社会科・地理歴史科教育法B

人文地理学
及び

自然地理学

地   　誌

教
科

に
関
す

る
専

門
的
事

項

外 国 史



 

 

 

 

 

 

科目

区分
単位数 配当年次

科目

区分
単位数 配当年次

◎ 2 1 ◎ 2 1

◎ 2 1 ◎ 2 1

◎ 2 3 ◎ 2 1

◎ 2 3 ◎ 2 1

◎ 2 1 ◎ 2 1

◎ 2 1 ◎ 2 1

◎ 2 2 ◎ 2 1

◎ 2 1 ◎ 2 1

◎ 2 1 ◎ 2 2

◎ 2 1 ◎ 2 2

◎ 2 2 ◎ 2 2

◎ 2 2 ◎ 2 2

◎ 2 1 ◎ 2 2

◎ 2 1 ◎ 2 2

◎ 2 1 ◎ 2 3

◎ 2 1 ◎ 2 3

◎ 2 2 ◎ 2 2

◎ 2 2 ◎ 2 2

24 24

◎は必修科目 ◎は必修科目

免許教科 高校一種　　公　　民 免許教科 高校一種　　商　　業

別表第1-2

授業科目表（教科及び教科の指導法に関する科目）

(令和3年度[2021]以降入学生）

経済学部 経済学科 経済学部 商学科

経 営 学 Ａ

政 治 学 Ⅱ

教科及び教科の指導法に関する科目 教科及び教科の指導法に関する科目

法施行規則に定める

科目区分
左記に対応する授業科目

法施行規則に定める

科目区分
左記に対応する授業科目

簿 記 入 門

社 会 学 概 論 簿 記 初 級

各科目に含めること

が必要な事項 科　 　目
各科目に含めること

が必要な事項 科　　目

法 学 Ａ

教
科

に
関

す
る

専
門

的
事

項

商 学 Ａ

商 学 Ｂ

国 際 法 Ａ 経 済 学 Ａ

国 際 法 Ｂ 経 済 学 Ｂ

会 計 学 Ｂ

原 価 計 算 論 Ａ

哲 学 Ⅱ 原 価 計 算 論 Ｂ

倫 理 学 Ⅰ
職業指導

職 業 指 導 Ａ

倫 理 学 Ⅱ 職 業 指 導 Ｂ

商 業 の

関係科目

情 報 処 理 論 Ａ

経 済 学 Ｂ 情 報 処 理 論 Ｂ

国 際 経 済 学 Ａ 会 計 学 Ａ

経 営 学 Ｂ

国 際 政 治

単位数 単位合計 修得単位36単位

商 業 科 教 育 法 A

商 業 科 教 育 法 B

各教科の指導法

（情報機器及び教

材の活用を含む。）

最低修得単位を超えて履修した「教科及び教科の指

導法に関する科目」又は「教育の基礎的理解に関す

る科目」「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及

び生徒指導、教育相談に関する科目」「教育実践に

関する科目」について、併せて１２単位以上を修得し

た単位を以って「大学が独自に設定する科目」の履修

要件を満たすものとする。

最低修得単位を超えて履修した「教科及び教科の指

導法に関する科目」又は「教育の基礎的理解に関す

る科目」「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及

び生徒指導、教育相談に関する科目」「教育実践に

関する科目」について、併せて１２単位以上を修得し

た単位を以って「大学が独自に設定する科目」の履

修要件を満たすものとする。

社会科・公民科教育法A

社会科・公民科教育法B

法 学 Ｂ

単位数 単位合計 修得単位36単位

哲 学 Ⅰ

経 済 学 Ａ

国 際 経 済 学 Ｂ

「社 会 学、
経 済 学

（国際経済
を含む。）」

「哲　　学、
倫 理 学、

宗 教 学、
心 理 学」

各教科の指導法

（情報機器及び教

材の活用を含む。）

教
科

に
関

す
る

専
門

的
事

項

「法 律 学

（国際法を
含む。）、

政 治 学
（国際政治

を含む。）」
政 治 学 Ⅰ



 

 

 

科目

区分
単位数 配当年次

◎ 2 1

◎ 2 1

◎ 2 1

◎ 2 1

◎ 2 1

◎ 2 1

◎ 2 1

◎ 2 1

◎ 2 2

◎ 2 2

◎ 2 2

◎ 2 2

◎ 2 2

◎ 2 2

◎ 2 3

◎ 2 3

◎ 2 2

◎ 2 2

24

◎は必修科目

最低修得単位を超えて履修した「教科及び教科の指

導法に関する科目」又は「教育の基礎的理解に関す

る科目」「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及

び生徒指導、教育相談に関する科目」「教育実践に

関する科目」について、併せて１２単位以上を修得し

た単位を以って「大学が独自に設定する科目」の履

修要件を満たすものとする。

単位数 単位合計 修得単位36単位

各教科の指導法

（情報機器及び教

材の活用を含む。）

簿 記 初 級

情 報 処 理 論 Ａ

情 報 処 理 論 Ｂ

会 計 学 Ａ

会 計 学 Ｂ

工 業 会 計 論 Ａ

商 業 科 教 育 法 A

商 業 科 教 育 法 B

教
科

に
関

す
る
専

門
的

事
項

商 業 の
関係科目

経 営 学 Ａ

経 営 学 Ｂ

経 済 学 Ａ

経 済 学 Ｂ

商 学 Ａ

商 学 Ｂ

簿 記 入 門

工 業 会 計 論 Ｂ

職業指導
職 業 指 導 Ａ

職 業 指 導 Ｂ

教科及び教科の指導法に関する科目

法施行規則に定める

科目区分 左記に対応する授業科目

各科目に含めること

が必要な事項 科　　目

免許教科 高校一種　　商　　業

別表第1-3

授業科目表（教科及び教科の指導法に関する科目）

(令和3年度[2021]以降入学生）

経営学部 経営学科


